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ジュニアリーダー
初 級 認 定 講 習 会

館山市子ども会育成会連絡協議会事務局 TEL：0470-22-3698／FAX：0470-22-6560
（館山市教育委員会教育部生涯学習課） E-mail：syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp

自分たちの楽しい場所を

本気で遊ぼう！

一緒につくってみませんか？

ジュニアリーダーとともに

ゼロから生み出す

のワクワク!

～たてやまアソビバ創造プロジェクト～
そうぞう

STEP1

日程：令和8年6月7日（日）
場所：館山市立博物館本館

中高生のジュニアリーダーたちと
遊びながらみんなで『アソビバ』を創る

作戦会議をしていきます。
ひとりでの参加もＯＫです！
すぐに仲良くなれる遊びを

ジュニアリーダーが教えてくれます！

STEP2

日程：令和8年8月～9月
場所：館山市立博物館本館

作戦会議で出たアイデアを
ジュニアリーダーたちが夏のイベントとして

実現させます。
もちろん、参加するみんなも運営する
「インリーダー」として遊びながら
『アソビバ』を盛り上げるよ！
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ジュニアリーダー初級認定講習会の詳細 

１．内容 

【ＳＴＥＰ①】研修会への参加 

ジュニアリーダーと遊びながら、安全活動やレクリエーション等を学び、イベントの計画を 

立てます。（初級資格取得に必須です。） 
日 時●令和８年６月７日(日） 午前１０時～午後３時３０分 （受付開始：午前９時３０分） 

場 所●館山市立博物館本館（館山市館山 351-2 城山公園内）ほか 
 

【ＳＴＥＰ②】夏のイベントへの参加もしくは対象事業への参加 

■ＳＴＥＰ①で考案したイベントをジュニアリーダーと一緒に運営します。 

日時●令和８年８月～９月の１日間（2～3時間程度） ※ 日時未定 
場所●館山市立博物館本館～城山公園～渚の駅たてやま（予定） 

 

■次の対象事業にいずれか１回参加し、「ふりかえりシート」（感想用紙）を提出します。 

対象事業●子ども会活動、ジュニアリーダー活動、たてやま子ども市民大学プログラム 

※ジュニアリーダー初級認定講習会を除く活動を選択してください。 

※参加費については各自の負担となります（３．参加費には含みません）。 

対象期間●研修会終了後～令和８年１２月３１日（木） 

提出期限●令和９年１月６日（水） 

提出場所●館山市子ども会育成会連絡協議会事務局（館山市教育委員会教育部生涯学習課） 
 

２．対象 館山市の小学校５～６年生 ※申し込み多数の場合は抽選となる場合があります。 
 

３．参加費 子ども会加入者：3００円（資料代等） ※ STEP①のみの参加費です。 

        子ども会非加入者：7００円（資料代、安全共済会等加入費用等） 

         ※単位子ども会提出の「安全共済会（保険）加入名簿」に名前が無い場合は、 

「市子連」、「安全共済会」ともに「非加入」の扱いとなります。 
 

４．申込方法 申込フォームに入力  ※今回の申込み対象は STEP①のみです。   【QRコード】 

【URL】 https://logoform.jp/f/ONBZ8          

※難しい場合は、館山市子連事務局へお問い合わせください。 
 

５．申込締切 令和８年５月 15日（金） 
 

６．その他  

・現地集合・現地解散です。 

・昼食は各自持参して下さい。          

・講習会の様子を撮影した写真や、学校名・学年・氏名等を新聞社等へ提供する場合があります。 

・状況によっては中止や変更の対応をとる場合があります。 

講習会で 
なにができるの？ 

 

初級資格を取ると 
どうなるの？ 

 

ジュニアリーダー 
ってなあに？ 

ジュニアリーダーは、「大人と子

どもの橋渡し役」となる中高生

のことです。 

楽しいレクリエーションや安全な

活動の方法を知っている“遊び

のプロ”のような存在です。 

館山市内の５・６年生が集結！

中高生のジュニアリーダーたち

と遊びながら交流できます。 

今回の講習会ではイベントの企

画・運営の体験もできます。 

この体験を通して｢ジュニアリー

ダー初級資格｣を取得できます。 

ジュニアリーダーとして活動しま

す。館山市には「ジュニアリーダ

ースクラブ」があり、仲間と一緒

に活動することができます。 

また、ジュニアリーダーは受験の

際などに、ボランティア活動とし

ても認められます（証明書有）。 

初級資格を取得するには、
S T E P①（必須）及び 
S T E P②「夏のイベント
参加」もしくは「対象事業
への自主参加」のいずれか
への参加が必要です。 
のイベント参加」もしくは 

「対象事業への自主参加」

のいずれかが必要になりま

す。 
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